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Abstr＆ct　This　paper　discusses　the　situation　f6r　Persian　traditional　art　of　letter－writing（iinshのunder

the　llkhanate，　the　Mongol　dynasty　of　lran　（1258－1335），　through　the　examination　of　sample　decrees　in

Tuhfa－yi　faldiliya，　an　infiuencial　Persian　insha’　manual　from　the　early　fourteenth　century，

　　Extant　Mongolian　and　Persian　documents　of　the　llkhanid　period　suggest　that　lll〈hans　obeyed　the

hierarchical　order　of　the　Mongol　Empire　in　which　the　Great　Qa’ans’　］“arli7’s　（order）　were　distinguished

from　other　princes’　letters，　ckges　（word）．　IR　the　same　time，　iR　their　dominion　of　lran，　llkhans’　orders

（yarligh）　were　given　special　attthority　over　the　other　administrative　letters　（sO’2　“word”）　of　Mongol

amz－窒刀@and　lranian　wa2i？’s，　and　were　essentially　drafted　in　Mongolian　language，　meanwhile　the　latter　were

issued　in　Persian．　ln　drafting　the　Persian　versioRs　of　llkhans’　yarltighs　the　rules　aRd　artistic　styEes　of　inslza’

were　often　ignored　and　the　traditional　art　of　inshdi’seems　to　have　lost　its　significance　as　the　art　for

drafting　the　royal　decrees．　ln　the　other　hand，　theye　are　cases　when　Persian　orders　were　drafted　in

company　with　likhans’　yarlighs　concerned　with　civil　affairs　of　lranian　society　and　those　orders　could　be

composed　in　the　traditional　style　of　inshdi　L

　　In　the　sample　decrees　in　faldili3，a，　we　can　observe　t｝｝e　continuity　of　traditional　styles　of　Persian　yoyai

decree　and　the　changes　brought　by　the　Mongoi　chanceilery　practices．　One　of　the　important　elements

introduced　in　the　structure　of　Persian　documents　under　the　infiuence　of　Mongolian　decrees，　the

beginning　formula　of　addressing　to　the　public　addressees，　“［addressees］　should　know　（bi－ddnand）”，

wasn’煤@adopted　in　the　sample　decrees　with　the　traditioRal　structure　containing　a　particuiar　c｝ause　of　the

same　functioR．　ln　the　other　hand，　the　forrnula　of　disPositio　iniorming　the　rank　of　the　decree　（yarligh　or

other　letters）　and　the　“se　of　Turkic－Mongolian　terms　of　special　lmportance　show　that　in　the　llkhanid

chanceliery　tke　Persian　art　of　inslzdi　’　adopted　the　various　styles　of　Mongolian　decrees．　We　can　understand

that　these　changes　which　occurred　in　the　art　of　insha’　during　the　III〈hanid　period　were　succeeded　to　the

styles　of　DastzZr　al－Kdtib，　the　famous　insha’　manual　compiled　for　the　Jaiayrids，　the　successor　dynasty　of

the　llkhanate，　under　wkom　PersiaR　language　regained　its　status　as　the　official　language　for　drafting　royal

decrees．
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は　じ　め　に

　13－！4世紀ユーラシアにおけるモンゴル帝国（大モンゴル・ウルスYeke　Mongγol

Ulus）の支配がイラン高原の社会に与えた重要な影響の1つに，ペルシア語行政文書様式

の変化がある。モンゴル帝国の1ウルスとしてイラン高原を支配したフレグ・ウルス＝イル

ハン朝（！258－1335）におけるモンゴル語文書行政と，モンゴルの統治理念を反映した命令

文書式の導入は，ペルシア語文書にも様々な変化をもたらした。14世紀末一16世紀，ティ

ムール朝，トゥルクマーン王朝，サファヴィー朝；初期まで続いた行政文書の特徴的な書式

（テユルク語冨頭書式や命令文開始部の行降格），さらに後代まで継承された尊敬対象語の拾

頭や印章の使用などは，モンゴル支配を通しもたらされたものである［Fragner　l999］。こ

れらモンゴル的要素の受容のプロセスの解明は，ペルシア語文書行政史上究において重要で

あるのみならず，モンゴルのイラン支配におけるモンゴルの統治技術と在来のペルシア語窟

僚技術の共存・融合の諸山を明らかにする手がかりにもなりえる。

　モンゴル支配期イランの文書研究には，厚い蓄積がある［cf．四日市2015b：260－264コ。特

に，イラン北西部アルダビールのサファヴィー教団聖者廟文書群（アルダビール文書）の研

究を牽引してきたG．Herrmannによる未刊行ペルシア語行政文書28点の校訂・研究の刊行

は，その研究環境を飛躍的に進歩させた［Herrfnann　2004〕。近年は，これら文書砺究の成

果をモンゴル帝国及び東アジアの大元ウルスの文書行政システム1＞と比較し，ユーラシア規

模のモンゴル帝国文書行政の展開を解明しようとする試みも行われつつある［小野1993，

2010；四日市2015a，　b；宮2012，　2014］。しかし，イルハン朝下でモンゴル語・ペルシア語文

書行政が実際にどのような分業関係にあったのか，特に，伝統的なペルシア語文書起草術＝

インシャー術（iashざ散文術書簡・行政文書起乱言）がいかなる役割を担っていたのかと

いう問題には，未だ不明な点が多い。

　10世紀ガズナ朝期以降，イラン高原の行政語のペルシア語化に伴い，ペルシア語イン

シャー術は命令書・外交文書を厳密な書簡儀礼と技巧文で起草する技術として，高度に発達

した2＞。13－14世紀モンゴル支配期にも，様々な模範作品集や書記のための技術二二書（イ

ンシャー作品）が生み出され，インシャー術の最盛期とされる15世紀ティムール朝時代に

つながる伝統の継承が行われたこ渡部20033。ペルシア語インシャー術がモンゴル的文書行

政の下でどのような変化を蒙りつつ，その伝統を維持していったのか，この問いはイラン高

原におけるモンゴル的文書行政の独自の展開を考察する上で，欠かせない視点である。筆者

はかつて，モンゴル支配期のインシャーnv一二指南書作家らが持っていたモンゴル的文書規範に

1）モンゴル帝国・大元ウルス文書行政の研究には膨大な蓄積があるが，その全体像を捉えうる主

　要な研究として杉山1990；副用！995；宮2003；堤2003；舩田2007を挙げる。

2＞遍世ペルシア語インシャー術の発展とインシャー作品の編纂史については，Paul　1998；Mitchell

　l997．
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関する認識またこの時代の最も有名な指南書・用例集であるジャライル朝（1340－1432）

初期の『書記典範DastzZr　al一磁励万距ン魏α1－！吻短励』に見えるイルハン朝第7代鴛主ガ

ザンGhazan（r．1295－1304）の文書行政改革の影響について分析し，インシャー術へのモ

ンゴル的文書行政の影響の浸透を指摘した［渡部2002，2003］。しかし，インシャー術指南

書に収録された行政文書用例がイルハン朝文書行政でどのような役割を担っていたのか，ま

たそれらの用例にはモンゴル文書行政の影響がどのように反映しているのかを，具体的に検：

討するには至らなかった。モンゴル支配期文書EJI究は前述のように著しい進歩を見せている

が，その成果を踏まえた『書記典範』以前のイルハン朝典インシャー作品文書用例の研究は，

全く行われていないのが現状である。

　本稿で分析の対象とするハーリーM諏ammad　b．‘Ali　NamUts　K：hwarlのilジャラールの贈

り物Tukfa－yi　faltZliya』（以下『ジャラール』）は、イルハン朝第8代君主オルジェイトゥ

011ei搬（r．！304－16）期の708－11／1308－12年頃，同一の有力官僚一族ファルユーマデイー家

の一員Jalal　a1－Dln　Abo　Yazid　Zangi　b．　Tahir　a1－Faryumadiに献呈された，『書記典範』にも

多大な影響を与えたペルシア語インシャー術理論書である［Wataba　2000：34－49；渡部

2002：6－7〕。その命令書用例は『書籠典鰯成立以前の，イルハン朝文書行政下のイン

シャー術の状況を明らかにしうる史料であるが、未だ校訂・出版されていないためか，その

分析が試みられたことはない。

　そこで以下，まず第1章では，文書史料・写しとして残るイルハン朝期ペルシア語行政文

書史料の情報の整理を通し，イルハン朝文書行政でモンゴル語・ペルシア語がどのような分

業関係を持っていたのか，そしてその中でペルシア語インシャー術による行政文書，特にイ

ルハンの勅令ヤルリグ（yarligh）のペルシア語版がどのように発行され得たのかを検討し，

『ジャラール』命令書用例の成立背景を明らかにする。そして第2章では，『ジャラール』命

令書用例の構成・書式に，インシャ・一術の規範の継承とモンゴル的文書行政の影響がどのよ

うに見られるのかを，問時代の行政文書用例，そして陪記典範」と比較しつつ検討する。

これらの作業により，イルハン朝下のペルシア語文書行政の実態と，その中で伝統的イン

シャー籍が蒙った影響について考察する材料を提供するのが，本稿の9的である。

1．イルハン朝文書行政におけるペルシア語文書発行とインシャー術の役割

　1　イルハン朝文書行政におけるモンゴル語・ペルシア語の分業関係

　イルハン朝では，ペルシア語による行政文書発行はどのように行われていたのか。イルハ

ン朝雨でのペルシア語文書・命令書を伝える史料としては，（1）現存文書史料，（2）碑劾さ

れた文書，（3）史書に記録された写し，（4）インシャー二二（指南書・インシャー集）中の

用例を挙げることができる。

　現存するイルハン朝のペルシア語行政文書は，現在までに18点が刊行されている。これ
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らの文書は，後述のイルハンのモンゴル語命令文を伴う2書語文書1点，王族発令文書1点

を除き，モンゴル・アミールかイラン系（タージークTajik）の宰相（wazlr）・財務長官

（§abib－diwan）の発令文書である3｝。現存する限られた数のイルハン発令文書はすべてモン

ゴル語であり，ペルシア語文書は確認されていない4）。

　イルハンのモンゴル語文書はTモンゴル帝国文書行政で大カンのみが発しうる「おおせ

（5arliγ）」の語は用いず，その下位に属する王族の習頭書式「我らのことば（Uge　manu）」

を遵守していた凶日帯2015b：260］。しかし，イルハン朝内部では，　ja鐵γがテユルク語・

ペルシア語化したヤルリグ（T．　yarligh～P．　yarligh）がイルハンの命令を指す語として広く

用いられた。現存のイルハン発令文書のうち，第9代アブー一一・・サイードAbe　Sa‘id（r．

1316－35）の小型方形金印を持つ725／1325年付税務関連命令書のみが，モンゴル語命令文の

裏面にほぼ同内容のペルシア語命令文が記されるという独自の形式を持つ［Herrmann＆

Doerfer　1975b］。が，このペルシア語命令文は，裏面の金印付ヤルリグ（yarligh　ba－altttn－

tamgha－yi　dimn）に準拠した大ディーワー一・・ン（diwan　al－a‘la）の発令文書であり，イルハン

発令ヤルリグまたはその翻訳ではないこと，またこの文書形式は，ガザンの財政・文書行政

改革で制定された財務用小型金印（altUn－tamgha’i　kQchik）による財務関連ヤルリグの独自

の形式であることが，ジャライル朝シャイフ＝ウワイスSaykh　Uways（r．1356－74）期の同

一形式文書3点の研究から明らかになっている［Herrmann＆Doerfer　1975a；Sayb　al－

Hukam誼・松井・渡部2017］。すなわち，ディーーワーンの管轄の財務の案件であっても，

イルハンのヤルリグはモンゴル語で発行されるという規範が保持されたことを，この2言語

文書は示していると考えられる。君主発令のペルシア語命令書が文書史料で確認できるのは，

ジャライル三期以後である5＞。

　イルハン朝のアミール・高窟発令ペルシア語文書の特徴は，アラビア文字テユルク語の胃

頭書式「［発令者の］ことば（……sbzi）」である［Herrmann　2004：IO－！6；四臼市2015b：

3）　これまでに現存が確認されるイルハン朝期ペルシア語文書史料の所在については，四日市

　2015b：260－262、既刊18文書のうちアミール・高宮発令文書16点〔Herrmann　2004：Urkunden

　I－IX，　XI－XIII；Soudavar1992；Papazian　1962　；　Sayh　al－Hukama’1　2015］，イルハン発令文書（モン

　ゴル語・ペルシア語）1点［Herrmann＆Doerfer1975b］，王族1点（アブー＝サイード妃Diishad

　Khatun＞［Herrmann　2004：Urkunde　X；小野20！0］である。ただし四山市が指摘する通り，イェ

　ルサレム輩aram　a1－Sharif文書やイラン国立博物館所蔵未刊行アルダビール文書など未だ研究さ

　れていない文書があり，その全体像はまだ明らかになっていない。

4＞　イルハン朝期モンゴル語文書とその研究に関しては，四日帝2015b：262；Sayb　al－Hukama’i・

　松井・渡部2017：51，133．

5）　ジャライル二期のペルシア語齎主発令文書には，シャイフ；ウワイス期の金印財務命令書3点

　（759／1358，76！／1360，繊付不明）［Herrmann＆Doerfer1975a　；Sayb　al－Hu無am議・松井・渡部

　2017］，同治世間のヤルリグの発令宣器を持つ発今回不明文書（773／1372，775／1373）［Qざim－

　Maqaml　1347kh；Say麺　al一耳u猛am誼・松井・渡部2017：65，　n．16；Herrmann　2004：Urkunde　XXV3，

　フサインHusayn（r．1374－82）発令勅令（farman，780／1378）〔Herrmann　1973］，ヤルリグ発令

　宣雪の発令者不明文書（781／1379）［Herrmann　2004：Urkunde　XXW3がある。
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265－274］。イルハンにより朱印（al－tamgha）を授与されたアミール・高窟の朱印文書では，

ヂ［イルハンの］おおせにより（……yarllghlndln）／［発令者の3ことば（……sazi）」とい

う，イルハンのヂおおせ」による権限付与を示す冒頭書式が特に用いられる6）。これは，イ

ルハン朝のアミール・高窟発令文書が，モンゴル帝国で大年ンの権威のもと発行される他王

族や臣下の「ことば（MUge～T．　s6z）」に相当することを示している7）。

　限られた数の既刊文書から断定的な結論を下すことは無論不可能だが，確認しうる限りの

イルハン朝駈行政文書史料からは，イルハン朝文書行政が大蛇ンの「おおせ」を頂点とする

モンゴル帝国文書行政の「おおせ一ことば」の階層的秩序に服しつつも，内部ではイルハン

のヤルリグを頂点とする同様の秩序を有していたこと，そしてイルハンのヤルリグはモンゴ

ル語で発行されるという慣行が貫かれる一方，アミール・高窟発令文書は基本的にペルシア

誰で発行されるという8），モンゴル語・ペルシア語の分業関係があったことが窺われる。

『ジャラール』著者バーーリーは，「当節は命令書（amthila　wa　ma舩shir）が殆どモンゴル語

で書かれるので、当代のワズィール達や貴顕達がこの分野で書くものはさほど雄弁を必要と

せず、彼らに対し書かれるものはどのようなものか説明する必要はない」〔TJ／T：40a；渡

部2003：202－203］と述べているがtこの言葉はモンゴル語によるヤルリグの発行，そして

従来は君主勅令起草を担っていたインシャー術（雄弁）の役捌の栢対的低下という，イルハ

ン朝期のペルシア語文書行政の状況を示していると考えられよう。

　2　ペルシア語版ヤルリグの発行と伝統的インシャー術の役割

　イルハン朝のヤルリグがモンゴル語で訳せられる慣行が貫かれていたとすればそのペル

シア語への翻訳命令伝達はどのように行われていたのか。クビライ期（r．！260－94）に高

度に文書行政が整備された大元ウルスにおいては，皇帝の聖壇を正確に漢語に訳する孤臣体

翻訳また皇帝の命令を漢人の文人官僚が起草し諸方へ送付する詔書（雅文聖旨）の鋼度が

行われたという［宮2003；舩田2009：20，n．10．］。イルハン朝に類似の制度が存在したのか，

史料的制約もあり検証は困難だが，ヤルリグとされるペルシア語文書は碑刻文書，史書中の

6）　アミール・高官発令文書としての朱印文書（al－tamgha）については，浮心市20！5a；四日市

　2015b：281－283．タージークの宰網・財務長官発令文書の場合，イルハンの「おおせ」に加え政権

　の筆頭アミール達の「ことば」を拠り藤とし，「［イルハンの］おおせにより（……yarllghlndin）

　／£（アミール）……の］ことばにより　（……sUzindin）／ξ発令者の］ことば（……sUzl）」の鷺

　頭書式を用いた〔Soudavar　1992；HerrmanR　2004：Urkunde　VI］。

7）大元ウルスの命令文冒頭書式の序列については，松用1995：38－40．ヂ［君主の3おおせにより」

　という定型句は，大元ウルスにおいて帝国が発行した法旨の冒頭書式に近い［松川1995：39］。

8）　アミールによるモンゴル語文書発行が行われなかったわけではなく，四田市はイラン国立博物

　館所蔵アルダビール文書群に未刊行のアミール発令モンゴル語文書が存在すると指摘している

　［四日市2015b：259－260］。またモンゴル語（khatt－i　mughttli）でアミールの受領書（y譲a）と署

　名（nishan＞を偽造する詐欺があったというilSC史書の記述からも［JT／Rawshan：H，1489－

　1491］，モンゴル語文書は広く流通していたと考えられる。
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写し，インシャー作品用例として一定数存在し，そこには構成・文体がインシャー衛の規範

を遵守したものとそれからかけ離れたものの，2種が確認できる。

　現在までに確認されているイルハン朝期の門田文書は，アニAni（現トルコ共和国東部カ

ルス票）とグルジスターン地方（wi12yat－i　Gurjistan）の規定外徴税を禁じるアブー＝サイー

ド期のアラビア語・ペルシア語・グルジア語・アルメニア語4言語碑文1点のみである

［Barthold＆Hinz！95！］。史書に収録されたヤルリグとしては，ラシードゥッディーン

Rashid　al－DIR　Fadl　Allah｝Hamadani（d．1318＞縢史海ηガα♂一丁伽27魏乃』のガザンの改革の

ヤルリグの写し（sawad－i　yarligh）7点9＞がある。この2つは文体：も簡潔で，構成もイン

シャー作品用例とは異なる。特にガザンのヤルリグは，大入ン命令文の欝頭書式のイスラー

ム的表現であるアラビア語・ペルシア語買頭書式［小野1993：206－204］，本文開始部で発

令の逓知対象の人物・役職を列挙するヂ……は知るように（……bi－daRand）」という通知

先書式（次章2（！）後述），またテユルク・モンゴル語彙の多用ゆなどに，モンゴル語命令

文の書式の色濃い影響が窺われる。ただしこれらのヤルリグ写しは，改革を輔弼したラシー

ドゥッディーン自身の起草と考えられiD，モンゴル語ヤルリグの翻訳とは断定できない。ア

ニ碑：文のペルシア語文［Barthold＆Hinz　1951：243－244］は，蝶蝿ヤルリグが示すよう

なモンゴル語命令文書式の特徴はなく，他3言語テキストが解読されていないこともあって，

翻訳の可能性の検証や作成手順の解明は現時点では園難である。しかし，これらペルシア語

ヤルリグが，インシャー術の規範や技巧を遵守せずに作成されていることは，注目に値する。

　一一方，イルハン朝期のインシャー作晶には，伝統的なインシャー術に基づき作成されたペ

ルシア語版ヤルリグが存在する。13－14盤紀のインシャー術指南書のうち，イルハン朝文書

行政と薩接的つながりを持つ作品はilジャラーール雲，そして周じくオルジェイトゥ藍島に編

纂され，宰相サアドゥッディーン・サーワジー一　Sa‘d　al－Din　Sawajl（d．711／1311）に献呈さ

れたタブリーズィーFalak‘Ala’Tabrizlの書簡術・財務術指南書『幸運の書Sα認αた

ndi”za』　i21である。これら指南書の命令書用例は官職任命文書が主であるが（表2，3参照），

9）　ガザン・ハン紀第3部（1－4）珂章・カーディー職・司法制度に関する4ヤルリグ，（5）！6

　章・税制改革，（6）21章・度量衡改革，（7）24章・イクター授与のヤルリグ〔JT／Rawshan：II，

　1387－！407，1430－1441，1462－1466，1479－！486］。このうち（5）（6）（7＞のff本語訳・詳細な研究は，

　本田！99！：238－250，　261－322，333－341．

10）イクター授一与ヤルリグに登場する多数のテユルク・モンゴル語語彙については，本田1991：

　245－250を参照。

11）　ワッサーフWa§§afは，プシーードが諸改革について「詳細な命令（dastarl　mutawwal）を書き，

　その祝福された宰相がその発明者であるところの，祝福された筆による命令の写し（nuskha－yi

　an　dastar－i　mubarak哩aqam　ki　mukhtari‘一i　an　dastOrヨm曲arak－qaδam　ast）を王国の諸方へ送付

　した」［TW：347］と述べている。

！2）　タブリーズィーには他にサーワジーの息子Sharaf　al－Dlnに献呈した『シャラフの機知五α雄’齢ゴ

　S加7撚（706－ll／1306－li）があるが，これは『幸運の謝の簡略版である〔ST：418－434；渡部

　2003＝220］。この他，地方政権で編纂されたインシャ～集・指南書にも，イルハン朝のヤルリグ

　と見なしうる文書写しが含まれる。ルーム・セルジューク朝期のインシャー集に収録されたヤル／
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イルハン朝での官職授与はヤルリグで行われたと考えられ131，次章に見る通り『ジャラー

ル』用例の多くはやルリグと明書されている。これらペルシア語ヤルリグは，どのような手

順で起草・発行されたのか。その手がかりとなるのが，『ヘラート史記TtZrifeh一π伽α一露

ffardt』に見える，カルト朝霜主ギヤースッデイーンGhiy2th　al－Dln（r．1308－29）治世

714／1314－5年におけるヘラートの大カーディー任命のヤルリグ発行である。

　ギヤースッディーンはヘラートの支配権を掌握した時，＄adr　al－D1n　K：haysariを大潮ー

ディーに任命したが，当時ヘラートには別のカーディーが在任していた。サドルッディーン

は任命の承認を請うヘラート有力者らの上奏書（mahdar）を帯び，ギヤーースッディーンが

滞在するオルジェイトゥ宮廷に赴いた［TNH：6！7－618］。すなわち，カー一…ディー職任免に

関する地方政権下都市社会内部の対立の裁定を，上位の権威であるイルハンに求めたのであ

る。

　　オルジェイトゥ・スルターンは，イスラームの王ギヤースルハック＝ワッディーンを慈

　　しみ庇護するようになっていたため，「イスラームの王ギヤースルハック＝ワッディーン

　　は，誰であれ任命された者にヘラートのカーディー職を授けよ」と命じた。イスラーム

　　の王ギヤースルハック＝ワッディーンは，その任命（taqallud）においてマウラーナー・

　　サドルルハック；ワッディーンをその人物とした。それから，翌日に，ヘラートの王国

　　のカーディーは偉大なるマウラーナー・サドルルハック＝ワッディーンであるべしとい

　　うオルジェイトゥ・スルターンのヤルリグの命令が識せられた（hukm－i　yarligh－i

　　UljaytU　Sultan　ba　nafadh　paywast）。それを認証するため（bar　imda－yi　an）信仰ある

　　人々の命令書（amthila－yi§awa毎ib－i　din）が以下のように書かれた［TNH：618］。

　すなわち，サドルッディーンのカーディー職を承認するヤルリグの発行に続き，その「認、

証（imda）」として別の命令書（amthila）が発行されていることが分かる。　mithal

（＜amthila）は，ペルシア語史料ではmansharとともに君主の勅令・命令書を意味する語

である［Qa’im－Maqaml　13501〈h：48－56］　M｝。ここで引用されている写し〔TNH：618－621］

Xa

　　リグ発令宣雷を持つ財務長官職（istlfa’〉任命文書［Turan　1958：II］はその一例である。また大

　　ロル・アタベク朝のNuSrat　al－Dln　Ahmad（r．1296－1330）に響銅されたSharaf　a1－Din　Fadl　Allah

　　al－Qazwlnl豚スラト書簡集Tarassulwwi　Nusratiyajの命令書（mithal）用例には，ヤルリグによ

　　り授与されたイドラール（給付金）　［授与］命令の更新（tajdld－i　mithal－i　idrar）〔TN：46b］が含

　　まれており，これもペルシア語版ヤルリグの可能性がある。

13）第5代ガイハトゥGaykhatO（r．！291－95）期成立の財務術指南書絵計箭の導きAl－Mz‘rshid／i

　　α♂一研願6露の全国地方財務記録帳簿（jarlda　a1－mamalik）胴暫U［MH：lllb－H2b］で1ま，知事

　　（maiik），シフナ（shihna），大書記（ulugh－bitikchi）など地方行政窟三二のヤルリグ発行Nを記

　　録する項目がある〔112a］。

14）mithalのモンゴル支配期における用法は多様であり，　i4世紀イルハン朝解体後に編纂されたイ

　　ンシャ一肩指南書『インシャーの機知Latdi　’tf　al一一lnshdi　’iは，　mithalは過去には爬羅の勅令

　　（maRshUr）に対する地方王侯（multhk＞らの命令書を指し，現代（14世紀〉は「印章（tamgha）

　　が無く署名（tawqf　wa　nam＞がなされたもの」を指すと説明している〔LI：U5b；渡部20Q3：

　　205－206］。しかし前第に見た通り『ジャラール藷はモンゴル語の命令書（イルハンのヤルリグ）／
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は，インシャー術の任命文書の書式・技巧を遵守しており，「公正なる帝王の世界征服の

ヤルリグの命令と高貴なる命令書（hukm－i　yarligh－i　jahangusha－yi　padshah－i‘adil　wa

amthiia－yi‘aliya）を命に受け入れるように」［TNH：620－621］という末尾の認証の文書か

ら，ヤルリグとセットになっていたことが窺われる。また，ギヤースッディーンも「このヤ

ルリグと朱印［文書］の認証のため（bar　imda－yi　in　yarllgh　wa　al－tamgha）高貴なる命令書

（mithal－i　‘ali）を書いた」［TNH：62！］との記述から，朱印文書（al－tarngha）であった可

能性が推測される。

　ヤルリグにペルシア語命令書を添付し発行するという方法がどこまで一般的であったのか，

『ヘラート史記』の事例のみで判断することは無論難しい。またこの文書の具体的な発行形

態（冒頭書式，捺印の有無原本となるヤルリグは常に文書の形で発行されたのか，イルハ

ンの口頭命令のみをペルシア語で起草する場合もあったのか）については，不明な点が多い。

しかし，官職任命などイラン・イスラーム社会の民政に関するヤルリグのペルシア語版は，

必ずしもモンゴル語の発令を恵実に翻訳する形ではなく，伝統的なインシャー術による書

式・文体の文書としても起草されえたことが，この事例から明らかになる。『ジャラール』

の命令書用例は，イルハン朝文書行政におけるこのようなインシャー術の役割を背景に編纂

されたと考えられる。

II　『ジャラール』命令書用例に見るイルハン朝下のペルシア語インシャー術

　1　『ジャラール』命令書用例とペルシア語命令文書式

　では，『ジャラール雌命令書用例の検討に移ろう。本節ではまず，ilジャラール』命令書用

例とその用例提示方法を，伝統的なペルシア語命令文の構成を踏まえ，『書記典範』との根

違にも注目して確認する。

　『ジャラール選は第！部「学問的議論（maba賦h－i‘ilml）」（インシャー術の理論的解説）

［TJ／T：6a－40a］，第2部「実践的論文（rasa’i1－i‘amah）」（用iYl集）の2部構成であり，第

2部f実践的論文」は「私的書簡（ikhwaniyat）」（33用例の往信・返信）［40a－85a］，ヂ命令

書（amthila）」（19例）［85a－！00a］の2門（bab）からなる。命令書用例は書簡用例に比べ

圧倒的に少なく，あまり重視されていないことが窺われる。最初の宗教諸職の官職／特権授

与を主とする9種の用例［表2①～⑧］（9番圏の征服文書fatb－n2maはここでは対象外と

する）は，人名・地名がほぼ匿名（fulan）化された命令書雛形である。これに続き，著者

ハーリーの庇護者ジャラールッディーン・ファルユーーマディーの兄弟‘Aぼal－Din｝｛indゴ5＞

x
　　をamthila　wa　manashlrと呼んでいる。また1246卑グユクのインノケンティウス4世宛ペルシア

　語書簡でも「これはmitltalである（in　mithall－st＞」［Pelliot！923：！6－21］の文需がある。

15＞‘Ala’aレD魚Hi鷺d餌ま，イルハン朝成立以蘭からイラン総督アルグン・アカArghu登Aqaに仕え

　　た‘lzz　a1一Dln　Tahirの孫，その子で第2代アバカAbaqa（r．1265－82）期にホラーサーンのワ／
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が，708／1308年財務庁長窟職（istifa’一日目　mamalik）に任命された時に自ら起草した命令書

10点の写し［⑨～⑱］が収録されている。この写しについて，混一リーは以下のように解

説する。

　　［アラーウッディーンの財務庁長官就任後］当代の貴顕達の～部は、スルターン陛下か

　　ら彼らのことに関し発行された命令書（amthila’1　ki　az　hadrat－i　sal‡anat　．，．dar　bara－yi

　　lshan§adir　mi　shud）を、自らの祝福された筆で書き留め、その内容を自らの洗練され

　　た雷葉の装飾品で飾ることを提案していた。彼らの請願に従い、その一つ一一つが種々の

　　優美な緑葉の集成であり様々な詳細を含んでいる命令書数件を、祝福された筆でお書き

　　になった。この弱き者は、空気から優美さを奪い、水から流麗を奪うその命令書の轡部

　　［アラビア語三略］をこの集成に記録したこTJ／T：95a］（祈願文は省略）。

　すなわちこれらの命令書は，新財務庁長宮就任に際し，イドラール（idrar，給付金）〔c£

岩武1998］など個人の権益に関わるイルハンの命令をペルシア語で起草した文書であり，

実際に発行された文書と判断できる。

　ilジャラール2命令書用例の特徴は，命令本文の一部しか収録されていないことである。

モンゴル征服前までに発展した伝統的なインシャー術に基づく任命文書／特権授与文書の基

本構成を，セルジューク朝の代表的インシャー集『書記の敷居臨α傭α臼（伽ろα』用イ列や

先行研究に基づきまとめると［表1〕のようになる16）。発令に至る理由を語る［II］前文と

［III］叙述部が，発令の［IV］措置部につながる命令本文の基本構成は，恐らくアラビア語

勅令書式から受容されたものである［Stern！964：103－122］。『ジャラール』用例は殆どが

［II］前文と［III］叙述部のみであり，措置部の［IV－2iの手前または［IV－1］の始めで

f以下略（ila　akhiri－hi）」と打ち切られている。これはインシャー術が雄弁な文体でイス

ラーム的王権論や発令対象者への称賛を語る前文・叙述部を重視したためであり，同様の用

例提示方法は他作品にも見られる171。ここでは！例のみ，⑪ジャラールッディーン・マフ

ムードmシャー宛のイドラール認可命令書を示す［表2a〕（技巧文による装飾的文章は適宜

略し，構成と定型的表現を申心に示す）。

　現存するアミール・高官発令文書は簡潔・定型的で技巧的な前文・叙述部は持たないが，

叙述部が措置部に展開する命令文の基本構成は，インシャー用例が示す伝統的構成と変わっ

ていない［Herrmann　2004：！6－18］。このような簡潔な文体とインシャー美文体が連続的・

互換的なものであったことを示すのが，『書記典範』の用例提示方法である。旧記典鞍用

＼　ズィールに任命されたWalih　al－Din　ZaRgiの子である。ファルユーマディー家についてはAubin

　　1995．

16）　モンゴル支配期以前のペルシア語命令文可成については．K：h頗bi　1375kh：365－377；Horst

　　l964：31－36参照。本稿では，　Stem　l964やHerrmann　2004をはじめとするアラビア語・ペルシ

　　ア語文書研究の方法に倣い，ヨーWッパ文書形式学の概念術語を用い文書の構成要素を分類する。

17）O．　Turan校訂のルーム・セルジューク朝期インシャー集に収録された任命文書でも，同様の方

　　法が取られている［Turan！958：XXVII，　XXVIII，　XXIX，　XXXVII，　XL］。
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例は，原則的に「簡潔（mejaz）」「申庸（mutawassit）」「長文（mutawwal）」の3段階で構

成され，「簡潔なものを複雑に，複雑なものを簡潔に」変更できるようになっていた［渡部

2002：i2］。一一例としてヤルグ（裁判）のアミール職（imarat－i　yarghO）任命文書を見ると

［表4〕，第1例（長文）はイスラーム統治論とモンゴルの先例への書及を含む前文発令対

象者の入物証明からなる叙述部を備えるが，第3例（簡潔）は発令対象者の人物証明のみ，

表現も他2例より簡潔・定型的になっていることが分かる。叙述部の主な形式に発令対象者

による発令請願［III－B：①一1，⑩⑪⑫⑭⑯⑱］があるが，この形式は現存行政文書にも頻

出し［Hearrmann　2004：Urkunden　1，　II，　IV，　VI王王，　IX，　XVII，　XVIII，　XXI，　XXII，　XXVII］，技巧的

か簡潔・定型的かが異なるのみで，基本構成は同一である。

　『書記典範』とilジャラール滋の用例提示法の相違は，モンゴル支配期行政文書の簡潔な

文体とインシャー文体の関係を示すとともに，2作晶の指南書としての性格の言違も示して

いると思われる。イルハン朝末期編纂が開始された旧記典範遍は，約四半世紀後，ジャラ

イル朝の公的なインシャー術指南書・用例集として完成・献呈された［渡部2002：3－5］。

文書行政に有用な多種の命令書雛形とともに，文体用例も網羅的に提示する工夫が凝らされ

ているのは，公的指南書としてのその性格を示していると考えられる。一方，高宮一族に私

的に献呈されたllジャラール』は，命令書用例に重きをおかず，前文・叙述部に示されるイ

ンシャー術の技巧をより重視する方法を採ったのである。

　2　『ジャラール雲命令書用例におけるモンゴル的文警行政の影響とインシャー術の伝統

　では，『ジャラール選命令書用例に，モンゴル的文書行政の影響はどのように表れている

のか。（1）逓三州書式の位置　（2）発令二三，（3）テユルク・モンゴル語彙の使用の3点に

ついて，同時代の『幸運の書灘用例［表3］や『書記典範』と比較しつつ検討する。

（1）通知先書式の位置

　モンゴル支配期，ペルシア語行政文書本文の構成に生じた最も大きな変化は，開始部の通

知先列挙の書式であろう。「………は知るように（．．．bi－danand　ki．．．）」の定型表現により命

令丁丁対象の人物・役職を列挙し，2－3行を降格する書式［Herrmann　2004：16コは，大元

ウルス命令文の通知先（publicatio）［松Jll　l995：37，40－41］のペルシア語的翻案であり，サ

ファヴィー朝初期までペルシア語行政文書で使用された［Busse　1961：16；近藤2000：99－

100］。「知るように」の定型文言は、恐らくペルシア語書簡冒頭部の名宛人への呼びかけ

（khitab）鍍部2003：222；杉山2013］から尊称・祈願句・挨拶などの尊敬表現を省略した、

絶対的上位者から下位への呼び掛け表現を援用したものと考えられるi8）。「知るように」の

18）　『書記刑期第1部ヂ書簡」第3位階第2集団ヂ普逓の人々その他の呼びかけ（kh漁b－i　aws融

　a1一nas　wa　ghayra）」（全12章：村長，部族指導者，従者，召使いなど）［DK：1，371－392｝の多く

　の章では，尊敬表現の修辞が省略され，「……は知るように（……磁a画lam　danad　ki）」と開始部通／
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表現はモンゴルのイラン高原征服・支配初期からヤルリグのペルシア語版で用いられてお

り19），皐期から書簡術を援用した定型訳が定着していたと考えられる。

　しかし，伝統的な命令文では，通知先への発令は措置部［IV－2］でA「［通知先］の道は

……
ﾅある（sabil－i　t”］an　ast　ki）⊥B「［通知先は］……しなければならない（bayad　ki）」

などの導入の文言により行われた20）。『ジャラール』は全用例でAを用いており，前章2に

見たヘラート大口ーディー一任命文書も同様である［TNH：620〕。『幸運の割命令書用例は

Bを用いている。『書記露店でも開始部通知先書式を取る用例は限定的であり，モンゴ

ル・アミール諸職関連文書でも36用例中13例21），その他は［VI－2］の位置で通知先列挙

を行っている［表4二VI－2（2）（3）例参照］。後代の行政文書書式に影響を与えた開始部通

知先書式であるが，もともと承知先を含む完成した構成を持つインシャー術の命令文書式に

はほとんど浸透していなかったことが窺われる。

（2）発令室雷

　前節で見たように，ペルシア語命令文では，発令経緯・理由を説明する［II－III］前文・

叙述部を受け，〔IV］措置部で発令二二がなされ，命令内容が示される［表1：IV－1］。モ

ンゴル支配期には，ヤルリグとアミール・高宮発令文書で，「ゆえにこの〔ヤルリグの3命

令が発せられた（ln恥km［一i　yarligh］nafadh　yaft）」「ゆえにこの文書が書かれた（in

maktUb　dar　qalam　amad）」の2種の発令感奮が使い分けられていたことが注目される

［Herrmann　2004：！7］22＞。陪記典鞭では，［IV－1］の発令宣雷には「［官職は］授与され

た」などの文書を用い，発令対象者への命令の後通知先への発令の前に「このヤルリグの

命令が冷せられた」の発令宣雷を置いているがこ表4：IV－2参照］，これは大元ウルス命令

文書式のヂ〔発令対象者］に保持すべきおおせを与えた」の定型表現と同位麗にあることが

興味深い1松川1995：42－43］。『書記の敷居2などモンゴル支配期以前のインシャー作品で

＼　知先書式にほぼ近い表現となっている。

19）617／1220年にジェベJebeとスブタイSUbUteiがニーシャープールの貴顕達に写し（sawadi）

　　を与えたチンギス・ハンのヤルリグ，またオゴデイがルーム・セルジューーク朝カイクバーード1世

　LAIa’al－Dln　Kayqubad（r，1220－37）に与えたルーム統治権安堵のヤルリグの写し（sawtid）は，

　「知るように」の通知先書式で伝えられている［TJJ：1，1！4；MSN：203；四日市2015b：278］。

20）　隅記の敷居違収録の命令書35例のうち，通知先発令文需として7例でA［AK：：Nos．1，6，13，

　　19，　21，　24，　35］，2例でBが〔Nos．14，27］用いられている。

21）　第2部第1門第1段（全！2章）（1＞ウルス・アミール職第2－3例，（2）ウルカ・アミール職1－

　2例，（3）万・千・百戸隊長職2例，（4）ヤルグ・アミール職1例，（5）シフナ職1例，（7）軍の招

　集命令1－3例，（8）イクター授与3例，（9）糧食官（bOka’ul）職2例，（11）宿営窟（yOrtchl）

　職2例。播記典範戯アミール関連諸職命令書用例については，本田1991：69－99．

22）ただしガ書記典鱗では「この文書が書かれた」の発令宣雷用例は少なく，第2部第1門第3

　段・宗教諸職の任命文書のうち，第／章第3例カーディー代理職（niyabat－i　qadi）［DK：：II，191－

　202］，第6輩ザカート徴税官職［II，　242－245］，第17章bayt　a1－m記管理寛職（2例）褻IL　245－

　248］のみである。
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は総じて発令宣書での発行文書の種類の区別は見られないことを考えると，モンゴル支配期

に成立した要素と考えることは可能だろう。

　ヘラート大石ーディー任命文書［TNH：619］や柳窪の割用例の発令宣言では，文書

の種類には触れられていない。しかし，ilジャラール遜の雛形・写しの多くが，口V－1］の

発令宣警で「ヤルリグの命令（bukm－i　yarligh）」「命令（hukm）」と文書に雷及している。

雛形では「［命令が］馳せられた（nafidh・shud／nafadh　yaft）」の文轡が比較的多く用いられ，

この回避がilジャラール』の時代に通用していたことが確認できる。一方，アラーーウッ

ディーン起草文書写しでは，「［命令を］賜った／命じた（arzanl　dashtim／farmUdim）」な

どのセルジューク学期以来用いられる文雷に，ギャルリグ」の語を加えた表現が用いられて

いる。

　2例［⑪⑫］では，「裏面の，金印を捺された（ba－altUn－tamgha－yi　dimn）」という文言

が用いられているが，これは前章1で言及した，モンゴル語ヤルリグとディーワーンのペル

シア語命令文が表裏になった金印財務命令書で用いられる発令宣言である［Sayb　al－

Hukama’i・松井・渡部2017：79，107－108］。つまりこの2文書は，モンゴル語ヤルリグが裏

灘に記載されていた可能性が高い。現存する金印財務命令書のペルシア語文は，モンゴル語

文とほぼ対応した簡潔な定型的文体で書かれているが，『ジャラール選用例はこの文書が前

文・叙述部を重視したインシャー術の技巧で作成されることもあったことを示している。

（3）モンゴル・テユルク語彙の使用

　『ヘラート史記』カーディー任命文書および『幸運の書』用例では，（葡者にヤルリグ・朱

印への書及がある以外）モンゴル・テユルク語彙は使用されていない。しかし，窪ジャラー

ル』命令書用例には，上記のヤルリグ，朱印，金印以外にも，モンゴル・テユルク語彙が登

場する。⑩は，故ブルガン・ハトンBulghanの私有地（milk）とされていたホラーサーン

のイーンジュー（覇a～M．emeu，私有財産〉地から宰網サアドゥッディーンに授与されて

いた複数村の権利を追認する命令書だが，tarkhanl「免税特権の」，輔a　wa　dalah　fイーン

ジュー（王領地）とダライ（国有地）」£TJ／T：96bユなどのモンゴル的財政術語が旧いられ

る23）。

　また，複数用例で定型的表現として用いられている用語が，suyarghamlshl隠賜，恩

23）写本の表記はTWLW‘AN［TJ／T：96b］，　TWLWGhAN［TJ／D：79b］だが，故人女性への祈

　願句（彼女の墓所が清からんことをtaba　marqad－ha）が付されていること，イーンジュー地を私

　有できる王族と考えられることから，Balaghan一一Bulghanと判読する。またこの文書の起草時期

　（AH708年）から，　AH　709年に没した第4代アルグンArghuR（r．1284－91），ガザン，オルジェ

　イトウの妃のブルガンではなく［TU：8，44，　89－90］，アバカ，アルグンの妃であった大ブルガン

　Bulghan　Khatun－i　buzurgと考えられる［JT／Rawshan：H，1056］。　tarkhaRについては，　Minovi

　＆Minorsky　1940：789．　Ia沁，　dalah（～T，　dalai）についてはT本田1991：246－247，イルハン朝期

　のイ　一一ンジューの相続・管理については，Takagi　20！5．
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寵」とkach　dadan「力を捧げる」である。　suyrtrghamlshi（～M＋T．　soyurγamlSl）「恩賜」

［本田1991：436－437］は，発令対象者の特権がイルハンからの恩賜であることを示す表現

として用いられ［①⑩⑪⑬］，同様の表現は『書記典範』にも見られる［DK：II，61，95－96，

128］。この語は財務帳簿でも官吏への下賜や軍・ハトンへの給付についてal－

suyUrghamishlya，　al－suyUrghamlshlyat［SN：64，66，102，122，126］として登場しており，行

財政制度内で定着した語であったと考えられる。テユルク・モンゴル語の「力」（T．kU6～

M．ga6Q）とペルシア語動詞「与える」の複合語であるkach　dadanは，モンゴル語のgU6U

6g－kUヂカを捧げる，仕える，勤務する」の直訳でありε本田1991：240，247］，臣従（ill）

や奉仕（bandagl）と並列される［cf．　TU：53］。陪記典範』ではアミール諸職関連の命令書

用例にのみ用いられているが［DK：II，43，47，50．モンゴル語書記職任命，軍召集イクター

授与］，『ジャラール』ではタージークにも用いられているのが注臼される。

　大元ウルス文書行政を研究する窟は，モンゴル政府にとって重要・特別である事項は，

あえてテユルク・モンゴル語由来の単語のまま使用されたと指摘している［宮2012：46］。

二三からの「恩賜」と臣下の「奉仕」という，イルハン朝統治とイラン社会の関係性に関わ

る語彙がほぼ定型表現化されていることは，同様の状況を示していると言えるだろう。伝統

的なインシャー技巧を重視した『ジャラール』用例も，その影響を受けていたのである。

　以上，通知先書式，発令宣雷，テユルク・モンゴル語語彙使用の3点から『ジャラール』

命令書用例の書式を検：討したが，伝統的な命令文構成の保持（通知先書式），モンゴル語命

令文の影響と伝統的表現の融合（発令宣言），テユルク・モンゴル語行財政用語・重要語の

使用という，インシャー術の伝統的規範を保持しつつ，モンゴル文書行政の影響を受けた書

式・表現が確認できた。その書式・表現にはセルジューク朝・ホラズムシャー心乱のイン

シャーとの共通性が兇られる一方，『書記典範』で用いられる書式・表現が使われている。

モンゴル支配期以前のインシャー術を継承し，『書記典範』へと続くイルハン三期のペルシ

ア語インシャー術を，『ジャラール』命令書用例は示していると雷ってよいであろう。

お　わ　り　に

　本稿は，イルハン朝文書行政のもとでペルシア語インシャー術が置かれた状況，モンゴル

的文書行政の影響により蒙った変化と伝統の持続を，これまで研究されてこなかったイルハ

ン朝後半期のインシャー術指南書『ジャラール』の命令書用例を通し検討した。

　イルハン朝では，モンゴル帝国文書行政における「おおせ」と「ことば」の階層的序列に

対応するイルハンのヤルリグとアミール・高官発令文書の区分のもと，ヤルリグはモンゴル

語，アミール・高宮発令文書はペルシア語で発行される2三三の分業があったと考えられる。

ヤルリグのペルシア語への翻訳・命令伝達は，しばしば伝統的なペルシア語命令文の書式・
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技巧を遵守しない形で行われ，君主勅令起草術としてのインシャー術の役割は相対的に低下

した。しかし，ヤルリグに添付され発行されたペルシア語文書はインシャー術により起草さ

れることがあり，llジャラール』命令書用例はこの方法でのペルシア語版ヤルリグ発行のあ

り方を反映していたと考えられる。

　謬ジャラール遇用例には，逓知先や発令宣言書式，テユルク・モンゴル語彙の使用など，

播認典範書用例の書式・文体につながるイルハン朝期インシャー術の伝統の持続と変化を

見て取ることができる。インシャー衛の技巧の部分のみに関心を持つilジャラール盤と，

ジャライル朝の公的な指南書として網羅的な案件・文体の用例提示を工夫した陪記典鞭

の用例提示法の相違は，インシャー術の役割が相対的に低下したイルハン朝期から，君主勅

令が再びペルシア語化しインシャー術がその地位を取り漢すジャライル朝期への変化という

観点からも，検討を要する。イラン高原におけるモンゴル的文書行政の影響のイルハン朝か

らジャライル朝の変化を，文書研究の成果と併せ検：討していく上でも，llジャラール選と

繕記典鞭の比較は重要な意義を持つことが，明らかになったと思われる。

　本稿では，『書記典範』に先行するモンゴル支配期のインシャー作品の代表的事例として

のilジャラ～ル』の重要性を示した。しかし，ペルシア下行致文書書式へのモンゴル的文書

行政の影響を解明していくには，行政文書起草術としてのインシャー術のその後の展開を，

イラン高原に留まらず広くペルシア語文化圏の文書研究の成果とも照合しつつ追跡する必要

がある。窪ジャラール蓋から陪記典範遷への継続・変化がより広いインシャー術の歴史の

中でどのような意義を持つか，さらに精査が必要である。

　また，本稿では『ジャラール』命令書用例をイルハン朝文書行政・命令文書式の観点から

のみ検：肥したが，オルジェイトゥ期の宰桐・高官へのイドラール給付命令書を含むilジャ

ラール』用例は，イルハン朝後半期の政治史・行財政鋼度研究にも重要な三値を持つ史料で

あり，より詳細な分析を要する。これらは今後の課題としたい。
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　　　　　　　　　　表1モンゴル支配期以前のペルシア語命令書の構成

表2，3の命令書用例で使用される各部位の定型表現の分類記号を，表中［頭到で示す。

［1］冒頭書式（protocol）　＝＝神への祈願（invocatio）／発令者の署名・トゥダラー一（Cughra）

［H3前文（arenga）mイスラーム的王権観に基づく発令者の統治理念：発令者（為政者）が神より委ね

　　られた統治を励行する意志を誇示，その手段としての要職任命や宗教指導者の庇護の重要性を強

　　調（発令の必要性につながる甫窪き）

［IH］叙述部（narratio）需発令の具体的経緯1発令対象者が窟職／特権を受ける理由

圃A＝発令対象者の人物証明／Bur伺候・発令の請願／C＝その他発令を要する理由

［IV］措置部（dispositio）　［II］［III〕を「それゆえに」などの文暦で受け，発令に繋げる

［IV－13発令宣醤（授与される割践／特権の明示）「我らは［発令対象者に官職／特権を授与するよう〕

　　　命じた（farmttdim）」「この勅令が命じられた（ln　mitha1　farmttda　shud＞」「［出職が〕委ねられ

　　　た（tafwld　uftad）」

　　　→発令対象者への命令「溌令紺鬼簿が］……するように（ta．．＿）」：職務／権限の内容・範囲の

　　　　列挙（発令対象考が主語）→祈願句「神が望みたもうならば（in　sha’　Allah）」

囮（1）命令が発せられた（nafadh　yaft／nafidh　shud／ba　nafadh　paywast）／（2）賜った（arzani

　　　　dashtlm／arzani　far臆d玉m）／（3）我らは命じた（farmadi重n）・命じられた（farmada　shud）

　　　　／（4）官職授与・任命を示す表現（tafwTd／mufawwad／　ta’yln）／（5）［…である発今対象者

　　　　　に］命じた・授与した（［III］発令対象者の名・人物証明が発令宣需の中に含まれる）＋文書の

　　　　種類への言及：（a）ヤルリグの命令（bukm－i　yarllgh）／（b）命令（恥km）／（c）裏面の，金

　　　　　印を捺した（ba－altun－tamgha－yi　dimn）／（d）言及なし

［IV－2］通知先＝広く発令対象者の権限が及ぶ人物・役職・集団への呼びかけ→命令への服従，発令対

　　　象者への協力を求める文言（通知先が主語）

　　　→威嚇（sanctio）〔違反への罰に言及3／認証（corroboratio）［潜主の震筆（tawqi‘）などによ

　　　　る命令の効力の強講］→祈願句
圃A「［通知先3の〈進むべき）道は、以下の通りである（sab亙レi＿＿＿an　ast　kL．，一〉」／Br［通知先3

　　　　は……せねばならない（……bayad　ki）」

［V〕終末書式（eschatocol）　日付・発行地

　　　　　　ge　2　郵ジャラール蓋命令書（amthila）用例と構成［TJ／T：85a－86a］

T／Mw・A，令文理で用いられるテユルク・モンゴル語彙

①サイイドの庇護（‘iRayat　dar　ltaqq－i　sfidat）3例［85a－86aコ

@一1：〔IIHII1］ABイIV－1］（レa）：発令宣欝まで／T／M移大な尊敬と恩賜に与った（ba－akram　wa

@　　suyarghamishi－yi　maw拍r　m雄額多shud）」

①一2：［II］一［1瑚A一［W－1〕（3－a）：発令宣醤まで／T／M：我らの恩賜と愛顧に分け前を与った（az

@　　suyarghamlshi　wa　mara願m－i　ma　ba－na§ib玉ma初銘shuda）

①一3：［II3一［III3　AB一［IV－1］（3－a）：発令宣言まで

②カーディ一嘗［任命］（畷a顧）3例［86a－88a］

A一！：［li3一［IW1〕（5－1－b）縄IV－2］A：通知先命令内容末尾まで

②一2：［1エHI薦C一〔IV－1］（5－1－b）：発令宣言まで／地方の荒廃→再建のために任命

②一3：〔郎一［IV－13（1－b）：発令宣琶まで

③シャイフの庇謹（寒a（韮（韮一己masha’ikh）3例［88a－89b］

B弓：［IIHIII］A一［IV－1｝（2－b）：発令宣言まで

③一2：［HHI瑚A一［IV－1］（1－a）：発令宣雷まで

③一3二［工工］一［III］A一£IV－！］（1－b）：発令宣言まで

④説教師号（kh三瞬baの3銭こ89b－90b3

C畦：［II］一IHI］A－IIV－1］（1－b）一［工V－2］A：旧知先まで＝sabll－i　mu鳳k

④一2：［II］一［III］A－11V－1］（2％）：発令寛言まで／一族への再任

④一3：［II］一［1V弓］（2－b）：発令宜醤まで

⑤病院の医師職αt紬a’ja搬t4　dar　a二一s難漁’）2例［90ぴ91b］

D一！：111］一［1工13A一［IV－13（4－dHIW2］A：通知先まで＝sabiH　mu1肱
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　　　　表2　『ジャラール湛命令書（amthila）用例と構成［TJ／T：85a－86a］（続き）

T／Mw・命令文中で用いられるテユルク・モンゴル語藁

⑥マドラサ教授職（tadris）1例［91b－92a］

巨1］一［IV－1］（5－d）一aV－23　A：逓知先まで置sabll一短uwwab　wa　mu節1《

⑦市場監督嘗職（m麟tasiわ）1例こ92a－93a］

薮1工］一［W－1］（5－d）一［IV－21　A：通知先まで＝sabll－i　mulak

⑧教師職（m讐‘arrif＞1例［93a－b］

［II］一［IV－！］（5一δ）一［IV－2］A運V3：通知先皿Faryanad（Farya職ad？）佐幾／日付「某年某EI」

⑨信徒の長‘Ali　b．　Abi　Talibの神聖な殉教地（mashhad－i　muqaddas＞〔クーファのアリー廟］の寄寓看

（mu］aw1ran）のイドラール〔95a－95削

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一mHHIV－1］（2－a）：通知由なし（イドラール管理者Sayyid　Taj　aH）1n　Awa11とバグダード知事AmlガAl正

への命令）

⑩Khwaja　Sゴd　a1－D1nのイドラー・ル［95b－96b］

［II3一［IIIIABイIV－1ユ（3－a）一［IV－21　A：通知先命今内容まで＝sab11－i　mulαk　wa　nuwwab　wa　buklくam－i

Khurasan　az　Inla　wa　dalah　a職一ast　ki…／T／M「イドラールと恩賜として（dar‘awa4－i　idrar　wa

suyargham1sh1）」「免税特権の〔舞々？3（tarkhanlyan）」「イーンジューとダライ（1njαwa　dalah）」

⑪Khwala　mu’a翼am　Jaial　a1－Dln　Mahm麗Shahのイドラール薮96ぴ97aユ→［表2a3

瓢］縄III］AB一［IV3（2－c）「裏面の，金即を捺した£ヤルリ列を賜った（εyarlIgh3　ba－altOn－tam一

gha－yiφmn　ar％ni　farmOdim）」：命令内容まで（逓知先書式はないが，命令内容は3人称複数）／

T／M：「恩賜と愛顧の眼差し（suyOrg臆謡shi　wa貧㌶ar－i醇a㌻ifat）」「奉仕（kach　d認an）」

⑫Sa垣ib－i　lnu‘a％am　Khw農la　piyざa1－DIR　piyざal－Mu11（のイドラール〔97a－97b3

褻II］一［IH3　AB一£IV－1］（2－c＞r裏面の，金印を捺したヤルリグの命令を賜った侮uk騰一i　yar11g薮ba－a1一

t自n－tamgha－yi母imn　arzani　dasht1m）」；発令宣言まで／T／M「もしこのヤルリグの命余の執行・認可が

命じられれば，さらに奉仕する（kαch　daδan）だろう」

⑬Mawlana　a1一砺a脇qa邸al－qudat　N玉3am　a1－Mlllat　wa　al－D玉n‘Abd　a1－Malikに関する命令書［97b－98a］

［II］一［HI］A：発令経緯説明への導入までFこのたび（dar魚waqt）」／T／M「我らの御1前の恩賜に与っ

たGkhti＄鈴一真suyUrghamlshl－yi姫aφrat－i　ma　yafta）」

⑭S飴ykh　Ni％m　al－Dln　ls込ag　a1－ISfaha煎のイドラール［98a－98b］

［II頁m3　AB：発令経緯説明の導入まで「上奏した」

⑮Sゴ豆dLa寅al－D瓢a1－Husaynに関する命令書［98b－99a］

［H3補II葺A一［IV－11〈2－a）：発令宣轡まで

⑯Ma甑al－Si臓dat　Maf匙har　a1－HukamざBurhan　ai－DIゴAbd　Al13hのイドラール［99a－99b］

〔薦一〔II鳶AB：発令経緯説明の導入まで「上奏した」

⑰バグダード（Madina　al－Salam）西方のKhw湧a　Sayyid　al－D狙の金曜モスクのワクフに関する命令書〔99b］

［II3一［IH3C一£1V－！］（2－a）：発令宣言まで／モスクのワクフの再建

⑱Maw1加a　Malk　al－Afadil　Jamal　al－Din　Husayn　Rija　1§fahaniに関する命全書褻99b－100a］

〔則一［HI］AB：発令経緯説明の導入まで薪このたび上奏した」

表2a響ジャラール遇ヤルリグ写しの例：ジャラールッディーン・マフムード＝シャーのイドラールに関

　　　する命令書［TJ／T：96b－97a］

［II］前文（arenga）

【イスラーム的王権論】魂のページと霊魂の書誌の上に記され描かれており，また人間の気質・思考に

倉胸出され確固としていることであるが，スルターン位の玉座の柱は擾しさと峻厳の2つの礎石から

なり，王国の蕃礎の礎石は情愛と酸別の2つの規範で打ち立てられている。……［中略3

【優れた臣下を慰撫することの重要性】さて，僕達に善を施し慈しむことにより得られる報酬はより重

要であり，奉仕する者達の訓育は何にも優先し偉大なものである。なぜなら恐れに対し許しが，不正に

対し温情が思われるのであり，処罰に際し延期を，善の報いには省略と軽視の道に委ねることは，自由

の道と公正の道において決して許されえぬからである。とりわけ，これまでのふさわしい奉仕と今後

の更なる引き立てが確かとなっている……僕についてはそうである。
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ee　2a　謬ジャラール悉ヤルリグ写しの例：ジャラールッデイーン・マフムード＝シャーのイドラールに関

　　　する命令書［TJ／T：96b－97a］（続き）

［III］叙述音「1　（narratio）

【発令対象春とその人物証明】この二二の意味するところを示す者，この言葉の主張するところを証明

する者は，ジャラールッディーン・マフムード＝シャーである。彼は……（‘unwan－i　ma’ani－yi　in　mu－

qaddamat　wa　burhan－i　da‘awi－yi　in　kalamat　Jalal　al－Din　Mabmttd　Shah　ast　ki…）

【具体的な発令の経緯；発令対象者の請願とその受諾】この度（dar一1n　waqt＞恩賜と愛顧の眼差しの栄

誉で高められまた認められ（chUn　ba－sharaf－i　su頸rgham1sh玉wa　n㌶ar－i‘a㌻ifat　musharraf　wa　malh財

gasht），（主鷺の）正しく差し伸べる手と全ての春へ与える下賜から多くの分け前に預かったため，（彼

は次のように）上奏したぐa羅a噸sht＞。（以下に）述べられる州に，　（以下に）詳述される額のイド

ラールが彼の名義で執行され認可されており，一部は我らが彼のために恩賜を命じたもの（dar　haqq－i

U　suy自rghぬmlshi　farmUda－lm），一部は慣習法による売買と取引による移譲により彼（の勝有）に移っ

たものであるが，もし新たにそのヤルリグの命令の執行と認可が命じられたなら（ba－taldld　ba－ljra　wa

imda－yi　tin　hukm－i　yarligh　farmUda　shawad），さらに奉仕するであろう　（dar　kach　dadan　afzayad＞，と。

彼の嘆願は正豪なものであり（chan　multamas－i　U　ba－rah　bad），また我らには彼のための善き恩恵と

影しい愛顧があったので，

巨V］措置1部（dispositio）

［IV－！］【発令宣言→命令内容こ発令対象者・通知先への命令の区別なし，通知先書式なし］】二尉の，

金印を伴う［ヤルリグ］寧を授けた（薮ya痴gh⊃ba一一altun－tamgha－yi　dimn　arzani　farmadlm）。そして（以

下に）述べられる州における彼のイドラールの額（mablagh－i　idrarat－i　a　dar　wilayat－i　madhkara

anki），こごこにイドラール額・供出地の記載される3このイドラールの額は彼の名義で定められ，諸帳

簿に記載されている。新たにその，我らがヤルリグの命今を授けた（hukm－i　yarllgh　arzaRi　d2sh－

ta－im）その時以来そうであった通りの執行について，排斥や禁止，延期や遅滞，欠損や遺漏，手数料の

徴収，部分的な削除，遅れなどなく，毎年，昼夜：・年月（続けて）継続的に履行するように。この下賜

の飲み物は守られているものと知り，彼の後はその子孫がT彼らが生まれ世代を重ねる限り，天と地が

続く隈り，定められ安堵されている（muqarrar　wa　musallam）ものと知るように。【威嚇】この善行を

妨害しこの贈物を遮る者は誰でも（har　afarida冨そして彼の上に（fa一’ilay－hi）［アッラー一と天使と人々

の呪いがあるだろう］褻クルアーン2：161；3：87］毛無下略（ila　akhiri－hi）。

’この箇所はyarlighに当たる語がなく「賜った（arzanl　farm自dim）」の目的語がba一（altan－tamgha）と

前｛豊詞から始まる不自然な形となっており，yarllghが欄外捨頭により欠落した可能性が考えられる。

表3　『幸運の割第1部・書簡術（fann－i　tarassul）第5章・命令書（amthila　wamanash至r）［SN／A：19a－23a］

⑱地方知事職（駐犠k嚢mat－i　w呈1訂at）［19b－20a］

［II］一［IV－1］（5－d）「（知事職を【人物証明】の某へ）賜り（arzaRi　dashtim）…（以下のように）命じら

れた（farm認a　shud　ki）」→【命令内容】

［工V－2jB：「サイイド達，カーディー達，住民達，名士達，イマーム達，その他の民は……せねばならな

い（sadat　wa　qud飢wa　aha11　wa＄udar　wa　a’imma　wa　digar　ra‘aya　bayad　kl）」→【末尾1臼皮らの状況が

満足と容認に至るように（ta　ahwal－i　ishan　ba－mahall－i　rida　wa　qabal　paywandad）」

②カーディー職とワクフ管財職（qa雌wa重awliyat－i　waqO［2ea－b］

［1工］一〔IV－1］（5－d）：「（知事職を【人物証明】の某へ）賜った」→【命令内割

［IV－2］B：「前述の州のサイイド達，イマーーム達Tシャイフ達，ウラマr敬慶な人々，住民，地主，臣

民は………せねばならないj→【末尾】「賞賛と満足に結びつきそれに至るように」

⑧説教師（1｛hltabat）　［20b－2！a］

［II］一［III］A一［IV－1］（4－d）：ヂ肥州の説教師職が彼に授与された（t滋w廻karda　amad）」→【命令内容】

⑳マドラサ教授職（tadris）21a－b

［II］一［III］A一［IV－1｝（4－d＞1「某マドラサの教授職を彼に授与した」→【命令内容】

㊤市場監督官職（m頭tasib）21b－22a

［II］一［III］A一［IV－1］（4－d）：「某州のムフタスィブ職を彼に授与し，委ねられるよう命じ，その璽大な職

の管理を彼に委託した」→【命令内容】

［IV－2］B：「前述の州のイマーーム達．貴顕・名士達，民衆は………せねばならない」→【末尾1「賞賛に

結びつき我らの恩寵を彼らが受けるように。至高なる神が望み給うならば」
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衰4　藩記典範露裁判のアミール職（imarat－i　yarghtt）任命書（3例）［DK：II，29－32］の構成

田冨頭警式

蟹頭警式 （1）一（3）なし［省謝

（Dウルスのアミール達，ワズィール長大ディーワーンの副窟達，諸州の知事達　　一　一　一一雫甲　「　，F　一　”一一停雫　鴨騨騨騨　剛　鰹朝　牌幣静糊　簡　二曹曹一・一一一■　一　一　一一一■　一　一　一一＿＿＿一＿一一　「　一　一一辱甲　，　一　R一騨雫一＿　雫雫需幣p　”　”辱，””　p　p”剛　精　醇　牌　牌騨雫騨愉　階騨騨帯輸　駒　閉騨剛

通知先

は　以下のように知れ。曹．曽二一＿一一＿＿一＿一一＿＿一＿一一一＿＿＿．P

②なし
（3）なし

［1コ前文

イスラーム的 （！）宗教と国家の秩序，シャリーアと王屡の得策の支えば，2つの重大事の執行にかかっ

統治論 ており，それを別々に切り離すことは，現代の情勢では困難なのである。……（略）

（1）ヤルグの諸法の整備は，チンギス・ハンの王国とモンゴルのスルターン達が創

卸したものの一つであり，彼らはそれを管理・促進するにあたり，その規定を

正しい法に基づき制定するように努めていた。そしてそれを自らのシャリーア

となし，正義と公正への服従を完全にした。これゆえに，その天性が公正さと

正義に基づき創られた人物の任命が，モンゴルのアミール達と彼らの兵士逮が

先例・モンゴルの
服従すべきヤルグの訴訟の究明のためには必要なのである。

しきたり
（2）モンゴルの部族には，過去に定めたところに従い，特定の法があった。その法

とは，2入の者の問の訴訟を，それに従って判決に導き，いずれの測にも不正・

強要・強制・過剰が及ばぬようにするものであった。その法は，ヤルグ文書

（y激gha－nama）と名づけられていた。イスラーム教徒が共同体の様々な集愁

の間で起こる対立について，ムハンマドの高貴なるシャリーアーかの法を

制定したお方に，最も優れた祝福と最も完全な挨拶を一に頼るように，モ
ンゴルの諸部族が訴訟において頼るのは，ヤルグであった。・…（略）

［lm叙述部

（1）そして，アミールBayanは，豊かな才能と経験を持ち，モンゴルのスルターン
一　F　一雫騨甲　P”　”辱幣側　騨　「一常胤騨　艀曹鰭曽幽　暫　一曹曽．　幽　幽■一■冒一　一　一一冒一一一醒一醒一一一一一一，　一　F醒一辱，　F　”一騨P，　”辱騨P騨　「　愉雫騨胴　”　駒｝辱¶騨艀　幣リ　牌柵”騨鰹

達ゾ3二～瞳の慣熱論遡鷲：超理翼，，鐘怠り．さ堂2：一一（担§i導｝一一と鋤亙
知ることでは当代のすべてのアミールに傑出しているため，，　「　早　帯　剛　鰹　曽　”　惰　剛　鰹　謄　”　鰭　簡　齢　囎　”　暫　幽　一　曽　曽　曽　曽　冒　冒　一　一　一　一　一　一　醒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　「　愉　F　m　¶　一　P　”　｝　脚　脚　”　騨　剛　静　鰹　簡　櫓　騨　簡　曽　騨　幣　櫓　曽　曽　糟　・　謄　謄　，

（3）シャイフ・アリーは，古くから常にモンゴルのアミール達とヤルグの長官達に　　甲　「　”鞘常憎　胤響　M　鰹　牌　牌一白　齢　三国曹幽　層　暫幽曹凹目田畠一一一一一　一一一一　一一一一一「　，　，｝騨”　胴　停”騨騨幣幣”　牌常騨”　”　齢常”　刷　齢　M　惣鼎帯嵐●　鰹一一，幽　●　●一曹曽●　●　幽曽一曽●　嘗幽曹曽一一幽－＿一一

列圭』L墾ζら副詞2工ぎ∫婁阻，．さこ～ヒ朝毎一1遺gh章φIL9～一諸亡骸膨寒心力⊃ム翠

径丑L一乏≧ぎ乏～∴益≧ヨ～2ゑ．じ烹熱∴ゼlz翌一紅炉a訴訟域1匙，一一幸福．りた堕璽知

恵）とカンの諸法を…一し，ヤルグの判決においてそれを用いて，敵対する者
p「 @騨　牌　謄騨憎　蜘　鰹　鰹　簡　牌騨停幽　●　幽曹曽曽　暫幽　幽曽魑幽　一一一一一一　一一一一一一　一一一一雫P｝¶¶p”　甲　p雫，p騨　糊謄騨搾蜘　鰹　牌騨騨簡　馬脚　騨誉密曽　M曹曹常帽　●　騨　齢鴨島曹●　曽　●曽曽●　●　幽曽一曹幽　一　噛畠曽一

の問の訴訟を正義の法とヤサクにもとづいて判決に導いてきたので，
一一一一一一一一@一　一一一一一一　一　P一「　，　騨　P　一「　F　”　牌門門常鰹　解曹停曽　暫　曽魯曹，暫一一■冒一一　一一一一一　一一一一一一　一一一一一一一一一F　F一一一一　，　一辱，甲　”　一辱，P¶　P

［IV］描置部

（！＞ヤルグのアミール職と，モンゴル人達の天爵である訴訟の究明の遵が，彼に授与さ

れた。→チンギス・ハンのクタドゥグ・ビリグを学び，ヤルグ官の貴顕達の教えを受

け，モンゴルの訴訟の究明に専念し，正義と公正の諸法に反することがないよう

に。訴訟を敵対する者の闘でヤサクの命じるところに従って判決に導くように。訴

［1V－1］発令宣言

ｨ発令者への命令

@内容

訟当事者の一方の権利を明らかにした時は，ヤルグ文書を彼に与え，証書（亡amas－

唐浮求jとして保管し，もし訴訟相手が再び煩わせるならば，彼はヤルグ文書に従っ

ﾄ反論を行い，反訴を当然と見なしうるように。

「……するように
（2）【（5）人物証明が発令野瀬に含まれる1これゆえに，偉大なるオルドにおけるヤル

（t農）」
グのアミール職の進は，モンゴルの古参のアミールの一人であり，常にヤルグの訴　　　　　　　　　　一一一一一一　一一一一一一　雫一一騨，，　駒騨辱”　朝　網　鴨騨常剛　剛　静圏w剛　胴　M　騨　牌謄，曹随　幽曹一曹曹●　●畠曽曹曹暫一一一一唱幽一一冒曹一一一魑一一一

ﾗの解決に携わってきて，圧義の法とヤサクを知悉し，正しく判決を下し，誰にも
醒■ @一　一　一醒一雫一雫一　一一辱「　一　雫　”一辱騨　”　P　，騨騨　網　簡　牌榊騨静簡　曽　曽瓢・　暫幽曽一曹曽一一■一一一一　一一一一一　一　一一騨一胃一一，p「　一　F辱雫”　甲　”　”辱「　停p”　隙早騨　卿　醇　鴨　牌早”　「　胴　牌騨榊幣韓　騨”騨剛

依憐贔贋はせず，奉仕や賄賂を避けてきた，Ayεn　Tlm財Bakhshiに授与され，彼一曹一一一一一一一曹一一一一　一醒一一一　一　一　一一一一一　一　F一雫一”　甲　胃騨　P「　剛　P　牌　牌　牌常胤刷　齢　齢　●憎曽●　●　■　一一一一一　一　一一一一一一幽　一一一一一一　一一一一一一一一醒一一一一一　一冒醒一一一　一一

の手はこの偉大な重要事と大いなる美しい利益の管理において，強く絶対的なもの

とされた。→正しさと知識によって，彼がヤサクの諸事に種命され，ヤルグの訴訟

の解決：に専念し，（権利を自らの中心に定めるように）。
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表4　『書記典範函裁判のアミール職（imarat－i　yargha）任命書（3例）［DK：II，　29－32］の構成（続き）

［IV－！］発令宣言

ｨ発今者への命令

@内容
秩c…するように
ita＿＿）」

（3）この日付より，再び，偉大なるオルドにおけるヤルグのアミール職の道は，彼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～

@　の即金なる才能と熟練に授与され，彼はこの部門において絶対著とされ，彼と

@　その職務を共同したり，彼の職務に介入する門は閉ざされた。→彼の的確なる

@　判断によって……敵対する者たちの訴訟を深く検討し，大いに究明と探究を行

@　い，ヤルグの法とヤサクの規則に従って判決に導き，不正・強要・強制・過剰を

@　許さぬように。

（1）これにより，この命令が溶せられた（ba－d狛sabab　in加km　nifadねyaft　ta）。

→この日醤より，彼を偉大なるオルドのヤルグのアミールと知り，この職務に

属することは悉く彼に訴え，彼の醤葉と承認・患告に背かぬように。すべての

モンゴルのアミールは，彼がチンギス・ハンのヤサとヤサクに従って尋問し，

判決を出した訴訟に異議を唱え，再度それを訴追しないように。【給与規定】ヤ

ルグのディーワーンに出廷した訴訟当事者達は，定められた手数料（rasml）

を，彼が自らの諸事の支出を行い，この職務の遂行に専念しうるよう，彼と彼

の僚友（nawkar）たち，ヤルグ文書の書記に支払うように。
（2）これにより，この命令が発せられた。→この鐙付から再び，ウルスのアミール達，ワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一F¶騨需幣刷　閉曽　幽　一一■冒一　一一辱”「　”　F刷　幣

ズィール達，大ディーワーンの長官達，万芦・千戸・百芦のアミール達，諸州の知事
刷　静脚　脚騨曽曽　●　●　幽曽曹一一一一一一一「　，一辱“”　鴨　鴨　隙常曽噛　幽　幽一一一一畠一一　一一一一，　”　”¶祠鰹　醜　齢曹一一一　一　一醒一「　一　，　”｝雫剛　剛　騨曽曽曹一一一一醒一「　一　”雫｝剛　圏　一・　幽曽一一一一一一甲　，　雫　”

［IV－2〕発令宣雷

ｨ通知先への命令

@内容

達，すべてのモンゴルの兵±：達は，Ayan　T正m獣Bakhsh1を偉大なるオルドにおけ一一醒一一　雫P一　”一P　醇騨剛　醇　牌剛　曽　曹曹幽　一一暫一　一一一　一一一一一一P　”　脚幣鰹朝，

驛с泣Oのアミールと知り，すべてのモンゴル人は訴訟の解決を彼に委ね，チンギ

X・ハンのクタドゥグ・ビリグに従った彼の欝葉と忠告から逸脱したり，他の者を彼

ﾆ同等の者，射立する者と見なしてはならない。彼を尊敬することに努め，【給与規

定1ヤルグに定められた金額を訴訟の解決のあと，彼と僚友達とヤルグ文書の書記

に，後にそれを求め煩わせぬよう，支払うように。

（3）これにより，この命令が引せられた。→ウルスのアミール達，ワズィール達，
一一一一@一一「　，　P脚騨僧艀曽曹幽曽一一一一一　，辱「　騨　P常胤曽曹曽　●　幽＿一一　一＿＿F雫響　停簡”密幽

ウルカとトゥメンのアミール達，大ディーワーンの長宮達は，彼をヤルグのア
一　，一一，一辱騨”　【榊剛　剛曽曽曹一一冒■　一層一丁一　一一「　，　，辱”　輸　卿騨幣簡　幽曽　一一■冒一一醒一一　回一「　停卿曽腸簡　鹸曹唱一一一一一　一　一一，雫｝停醇　騨’曹幽■

ミールと知り，ヤルグに属するあらゆる事柄について，すべてを彼に頼り，正

義と公正の法に服従するように。その究明がヤルグの代官達の職務である事柄

は，彼が訊ね，正義の法とヤサクに従って判決を下し，ヤルグ文書を与えたな

らば，再び上告してはならない。【給与規定】すべての訴訟当事者は，訴訟が解

決した後に，定められた金額を彼とヤルグ文書の書記に支払うように。何も欠

けることなく，けっして干渉することなきように。

確証／威嚇 （1）一（3）なし

（1）なし
［V］終末書式：日

t・場所
（2）某露に記された（kutiba　a）

（3）なし
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